
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

防

除

実

施

基

準

の

変

更

林

政

課

○

高

度

公

益

機

能

森

林

及

び

被

害

拡

大

防

止

森

林

〃

担

当

課

（

室

）

の

区

域

の

変

更

目

次

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

〃

【

規

則

】

○

私

立

学

校

法

等

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

総

務

学

事

課

○

〃

〃

規

則

○

〃

〃

○

岡

山

県

行

政

情

報

公

開

条

例

施

行

規

則

の

一

部

〃

○

〃

〃

を

改

正

す

る

規

則

○

〃

〃

○

岡

山

県

個

人

情

報

保

護

条

例

施

行

規

則

の

一

部

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

を

改

正

す

る

規

則

○

〃

〃

○

母

子

及

び

父

子

並

び

に

寡

婦

福

祉

法

施

行

細

則

子

ど

も

未

来

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

自

動

車

専

用

道

路

の

指

定

〃

【

公

告

】

○

岡

山

県

立

高

等

学

校

通

信

制

課

程

入

学

金

及

び

教

育

委

員

会

受

講

料

徴

収

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

○

落

札

者

等

の

決

定

情

報

政

策

課

規

則

○

〃

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

医

療

審

議

会

か

ら

の

答

申

医

療

推

進

課

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

【

告

示

】

【

企

業

局

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

○

落

札

者

等

の

決

定

総

務

企

画

課

【

教

育

委

員

会

】

医

師

の

指

定

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

岡

山

県

教

科

用

図

書

選

定

審

議

会

規

則

の

一

部

教

育

委

員

会

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

〃

を

改

正

す

る

規

則

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

【

人

事

委

員

会

】

○

家

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

岡

山

県

公

報
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担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

○

公

益

的

法

人

等

へ

の

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

人

事

委

員

会

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則（

県

例

規

集

登

載

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃



◎
岡
山
県
規
則
第
十
三
号

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
定
め
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に

「
中
学
校
」
を
「
中
学
校
、
義
務
教

、

育
学
校
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
定
め
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
同
規
則
」
を
「
同
令
」
に
改
め
、
同
条
第
七

号
中
「
第
百
八
十
七
条
」
を
「
第
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に

「
同
規
則
」
を
「
同
令
」
に
改
め
、
同

、

条
第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
同
規
則
」
を
「
同
令
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
条
第
四
項
」
を

「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
八
号
中
「
同
規
則
」
を
「
同
令
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十

五
号
中
「
第
一
条
」
を
「
第
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
１
条

第
１
条
第
２
項

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
四
号

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
六
条
の
」
に

「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に

「
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
三
十
条
に
規
定
す
る
」
に

「
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ

、

、

、

る
」
を
「
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

を

第
６
条
第
１
項

第
５
条

開
示

の
方

法
１

閲
覧

２
視
聴
又
は
聴
取

３
写
し
の
交
付

」

「

１
閲
覧

に
改
め
る
。

開
示

の
方

法
２

視
聴
又
は
聴
取

３
写
し

複
製
物

の
交
付

（

）

（
□

）

窓
口
で
の
交
付

□
郵
送
に
よ
る
交
付

」

様
式
第
二
号
の

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（注）

３
公
文
書
の
開
示
に
よ

て
得
た
情
報
は

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
の
目
的
に
即
し
て
適
正
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

っ
，

。

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査
請
求

６
箇
月

６
月

で
き
ま
す

で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か

様
式
第
三
号
中
「6

0

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

、

、

っ
っ

。
，

ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

っ
っ

，

」
に
改
め
、
同
様
式
の

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

す

（注）
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３
公
文
書
の
開
示
に
よ

て
得
た
情
報
は

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
の
目
的
に
即
し
て
適
正
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

っ
，

。

第
条
第
２
項

以
下

条
例

と
い
う

第
条
第
２
項

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査
請
求

６
箇
月

６
月

で
き
ま

様
式
第
四
号
中
「
）

1
1

」
を
「

「

」

）

1
1

」
に

「6
0

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

、

、

、

、

。
。

す
で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か

」
を
「

っ
っ

っ
っ

。
，

，

「

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
第
７
条
第

号
該
当

」
に
、

を

ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」

「

□
条
例
第
７
条
第

号
該
当

□
条
例
第

条
該
当

1
0

□
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
。

（

）

理
由

に
改
め
る
。
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」

に
基
づ
き

以
下

条
例

と
い
う

第
５
条
の
規
定
に
よ
り

に
あ
な
た

貴
団
体

に
本
件
開
示
請
求

つ
き
ま
し
て
は

様
式
第
八
号
中
「
）

」
を
「

「

」

）

」
に

「

」
を
「

（

）

」
に

「

」
を
「

、

、

。
。

，

1
4

（

）

」
に
、

条
例
第

条
第
１
項

第
２
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
照
会
を
し
ま
す
の
で

本
件
開
示
請
求

，

「

請
求
の
あ
た
公
文
書
に
記

「

っ

録
さ
れ
て
い
る
あ
な
た

貴（

団
体

に
関
す
る
情
報
の
内

）

容
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る

を

情
報

条
例
第

条
第
２
項
第
１
号

条
例
第

条
第
２
項
第

号
適
用

1
4

1
4

（

）

又
は
第
２
号
の
規
定
の
適
用

理
由

の
区
分
及
び
当
該
規
定
を
適

」

用
す
る
理
由

」

に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第６条関係）様式第９号

公文書の開示に係る意見書

年 月 日

岡山県知事 殿

（郵便番号 ）

住所

氏名

法人その他の団体にあっては，その名称，

主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

連絡先（電話番号 ）

年 月 日付け， 第 号で意見照会のあった件について，次

のとおり回答します。

請求のあった公文書

意見 １ 開示されても支障が生じない。

該当する番号を

○で囲み，必要

な事項を記入し ２ 開示されると支障が生ずる。

てください。 （１）開示により支障が生ずる部分

（２）その理由

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



の
第

号
で
照
会
し
ま
し
た
あ
な
た

貴
団
体

の
開
示
請
求
に
つ
い
て

に
つ
い
て
は

開
示
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で

に
基

様
式
第
十
号
中
「

」
を
「

（

」
に

「

」
を
「

」
に

「

）

、

、

，
，

」
を
「

1
4

」
に

「6
0

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」

づ
き
次
の
と
お
り
公
文
書
を
開
示
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で

第
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査
請
求

６
箇
月

、

、

、

，

６
月

で
き
ま
す

で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
た
こ

を
「

」
に

「

」
を
「

、

っ
っ

っ
。

，
，

」
に
、

と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

っ

「

「

開
示
決
定
を
し
た
公
文
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
あ
な
た

開
示
決
定
の
内
容

を

貴
団
体

に
関
す
る
情
報

（

）

の
内
容

」

」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に

「

1
7

」
を
「

1
7

」
に

「

」
を
「

」
に
、

不
服
申
立
て

審
査
請
求

第
条

第
条
第
１
項

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

岡
山
県
行
政
不
服
等
審
査
会

、

、

「

「
を

に
改
め
る
。

不
服
申
立
て
の
内
容

審
査
請
求
の
内
容

」

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
五
号

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中
「

1
5

」
を
「

1
4

」
に
改
め

「

」
を
削
り

「

」
を
「

」
に
、

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た

内
容

内
容
及
び
保
有
個
人
情
報
の
内
容

、

、

「

「
を

（

）

に
改
め
る
。

１
閲
覧

２
視
聴
又
は
聴
取

３
写
し
の
交
付

１
閲
覧

２
視
聴
又
は
聴
取

３
写
し

複
製
物

の
交
付

」

」

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査
請
求

６
箇
月

６
月

で
き
ま
す

で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か

様
式
第
四
号
中
「6

0

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

、

、

っ
っ

。
，

ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

っ
っ

，

」
に
改
め
る
。

す

第
条
第
２
項

以
下

条
例

と
い
う

第
条
第
２
項

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査
請
求

６
箇
月

６
月

で
き
ま

様
式
第
五
号
中
「
）

1
9

」
を
「

「

」

）

1
9

」
に

「6
0

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

、

、

、

、

。
。

す
で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か

」
を
「

っ
っ

っ
っ

。
，

，

「

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

条
第

号
該
当

1
6

」
に
、

を

ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」

「

条
例
第

条
第

号
該
当

条
例
第

条
該
当

□

1
6

□

1
8

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い

□

。

（

）

に
改
め
る
。

理
由

」

に
基
づ
き

以
下

条
例

と
い
う

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

に
あ
な
た

貴
団
体

に
本
件
開
示
請
求

つ
き
ま
し

様
式
第
九
号
中
「
）

」
を
「

「

」

）

1
4

」
に

「

」
を
「

（

）

」
に

「

」
を
「

、

、

。
。

2
3

（

）

」
に
、

て
は

条
例
第

条
第
１
項

第
２
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
照
会
を
し
ま
す
の
で

本
件
開
示
請
求

，
，

「

開
示
請
求
の
あ
た
保
有
個

「

っ

人
情
報
に
含
ま
れ
て
い
る
あ

な
た

貴
団
体

に
関
す
る

（

）

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
の
内
容

を

情
報
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報

の
内
容

条
例
第

条
第
２
項
第
１
号

条
例
第

条
第
２
項
第

号
適
用

2
3

2
3

（

）

又
は
第
２
号
の
規
定
の
適
用

理
由

の
区
分
及
び
当
該
規
定
を
適

用
す
る
理
由

」

」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



（第９条関係）様式第10号

保有個人情報の開示に係る意見書

年 月 日

岡山県知事 殿

（郵便番号 ）

住所

氏名

法人その他の団体にあっては，その名称，

主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

連絡先（電話番号 ）

年 月 日付け， 第 号で意見照会のあった件について，次

のとおり回答します。

開示請求のあった

保有個人情報

意見 １ 開示されても支障が生じない。

該当する番号

を○で囲み，

必要な事項を ２ 開示されると支障が生ずる。

記入してくだ （１）開示により支障が生ずる部分

さい。

（２）その理由

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



の
第

号
で
照
会
し
ま
し
た
あ
な
た
貴
団
体

の
開
示
請
求
に
つ
い
て

に
つ
い
て
は
開
示
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で

に

様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
「

（

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

，
，

基
づ
き
次
の
と
お
り
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で

第
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査
請
求

６

」
を
「

23

」
に
、
「60

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

，

っ
っ

っ
箇
月

６
月

で
き
ま
す

で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ

」

「

」

、「

」

「

を

に

を

。
，

，

」
に
、

た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

っ

「

「

開
示
決
定
を
し
た
保
有
個
人

情
報
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
な

開
示
決
定
の
内
容

を

た
貴
団
体

に
関
す
る
情

（

）

報
の
内
容

」

」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「

28

」
を
「

2
7

」
に
改
め
る
。

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査
請
求

６
箇
月

６
月

で
き
ま
す

で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た
こ
と

様
式
第
十
五
号
及
び
様
式
第
十
六
号
中
「6

0

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

、

、

っ
。

，

を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

っ
っ

っ
，

」
に
改
め
る
。

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

に
基
づ
き

以
下

条
例

と
い
う

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

に
あ
な
た

貴
団
体

に
本
件
訂
正
等
請
求

つ
き

様
式
第
十
八
号
中
「
）

」
を
「

「

」

）

2
7

」
に

「

」
を
「

（

）

」
に

「

」
を
「

、

、

。
。

3
2

」
に
改
め
る
。

ま
し
て
は

条
例
第

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
照
会
を
し
ま
す
の
で

本
件
訂
正
等
請
求

，
，

様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



（第18条関係）様式第19号

保有個人情報の訂正等に係る意見書

年 月 日

岡山県知事 殿

（郵便番号 ）

住所

氏名

法人その他の団体にあっては，その名称，

主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

連絡先（電話番号 ）

年 月 日付け， 第 号で意見照会のあった件について，次

のとおり回答します。

訂正等請求のあっ

た保有個人情報

意見 １ 訂正等をされても支障が生じない。

該当する番号

を○で囲み，

必要な事項を ２ 訂正等をされると支障が生ずる。

記入してくだ （１）訂正等により支障が生ずる部分

さい。

（２）その理由

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



様
式
第
二
十
号
中
「

」
を
「

（

）
」
に
、
「

」
を
「

」

の
第

号
で
照
会
し
ま
し
た
あ
な
た

貴
団
体

の
訂
正
等
請
求
に
つ
い
て

に
つ
い
て
は

訂
正
等
を
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で

，
，

に
基
づ
き
次
の
と
お
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
等
を
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で

第
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査

に

「

」
を
「

3
2

」
に

「6
0

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

、

、

，

請
求

６
箇
月

６
月

で
き
ま
す

で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

、

っ
っ

。
，

，

」
に
、

対
す
る
裁
決
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

っ
っ

「

「

訂
正
等
決
定
を
し
た
保
有
個

人
情
報
に
含
ま
れ
て
い
る
あ

訂
正
等
決
定
の
内
容

を

な
た

貴
団
体

に
関
す
る

（

）

情
報
の
内
容

」

」

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
中
「

3
4

」
を
「

3
3

」
に
改
め
る
。

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

日
３
月

異
議
申
立
て

審
査
請
求

６
箇
月

６
月

で
き
ま
す

で
き
ま
す

た
だ
し

こ
の
決
定
が
あ
た

様
式
第
二
十
四
号
及
び
様
式
第
二
十
五
号
中
「6

0

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

、

、

っ
。

，

こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
た
こ
と
を
知
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え

っ
っ

っ
，

」
に
改
め
る
。

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

様
式
第
二
十
六
号
中
「

」
を
「

」
に

「

3
7

」
を
「

3
7

」
に

「

」
を
「

」
に
、

不
服
申
立
て

審
査
請
求

第
条

第
条
第
１
項

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

岡
山
県
行
政
不
服
等
審
査
会

、

、

「

「
を

に
改
め
る
。

不
服
申
立
て
の
内
容

審
査
請
求
の
内
容

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



」

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
六
号

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
岡
山
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

中
学
校

・
義
務
教
育
学
校

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
七
号

岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山

県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
の
受
給
権
者
」
を
「
に
規
定
す
る
受
給
権
者
」
に
、
「
の
就
学
支
援
金
」
を
「

に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
省
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
（
当
該
停
止
さ
れ
た
月
の
属
す
る
年
度
の
全
て
の
就
学
支
援
金
を
支
給
し
た
と
き
に
当
該
就
学
支

援
金
の
額
を
通
知
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
日
」
を
「
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

加
藤
製
油
株
式
会
社

1
6

住
所

大
阪
府
大
阪
市
此
花
区
梅
町
２
－
１
－

氏
名

代
表
取
締
役

加
藤
篤
志
郎

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
加
藤
製
油
株
式
会
社
岡
山
工
場

所
在
地

玉
野
市
築
港
５
－
８
－
１
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設

12－ニ 12－ニ 12－ニ 12－ニ
動植物油脂製造業の用 動植物油脂製造業の用 動植物油脂製造業の用 動植物油脂製造業の用

種 類 に供する分離施設 に供する分離施設 に供する分離施設 に供する分離施設
Ｓ－101 Ｓ－200 Ｓ－201 水分離タンク－１

能 力 170ｔ／日 150ｔ／日 120ｔ／日 13㎥／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 既設 既設 既設

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 既設 既設 既設

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 10 15 10 10
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 11.0 11.5 6.5 11.5
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＣＯＤ（mg／ ） 1,600 2,000 1,100 2,200�
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／ ） 1,500 2,000 10 20�

同左 同左
油 分（㎎／ ） 2,000 2,500 18 36�

Ｔ－Ｎ（㎎／ ） 100 125 30 60�

Ｔ－Ｐ（㎎／ ） 350 440 10 20�

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 3,000以下 3,000以下 3,000以下

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 新 設 新 設 新 設 廃 止 新 設

12－ニ 12－ニ 12－ニ 12－ニ 12－ロ
動植物油脂製造業の用 動植物油脂製造業の用 動植物油脂製造業の用 動植物油脂製造業の用 動植物油脂製造業の用

種 類 に供する分離施設 に供する分離施設 に供する分離施設 に供する分離施設 に供する洗浄施設
水分離タンク－２ 抽出機１～９号缶 抽出機ＣＸ－３ Ｓ－202，203 Ｓ－202，203

能 力 ７㎥／日 350ｔ／日 同左100ｔ／日 120ｔ／日
（１台当たり） （１台当たり）

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 既設 既設 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 既設 既設 － 工事着手後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに － 工事完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 5 5 10 10 10 15
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6.5 11.5 6.5 11.5 11.0 11.5
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＣＯＤ（mg／ ） 1,650 3,300 1,100 2,200 1,600 2,000�
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／ ） 15 30 10 20 1,500 2,000�

同左 同左
油 分（㎎／ ） 27 54 18 36 2,000 2,500�

Ｔ－Ｎ（㎎／ ） 30 60 30 60 100 125�

Ｔ－Ｐ（㎎／ ） 10 20 10 20 350 440�

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 3,000以下 3,000以下 3,000以下 3,000以下 3,000以下

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 排水処理設備

種 類 オイルバクターシステム

構 造 カルバート，ＦＲＰ
同左

主 要 寸 法 11.8ｍ×11.2ｍ

能 力 80㎥／日

処 理 の 方 法 油脂分解＋接触ばっ気＋水質調整ばっ気

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 77 110 77 110 82 115 82 115
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 2～12 2～12 5.1～8.9 5.1～8.9
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（mg／ ） 1,600 2,000 300 600�

 Ｓ Ｓ（mg／ ） 1,500 2,000 300 600�

  油 分（mg／ ） 2,000 2,500 30 30 同左�

  Ｔ－Ｎ（mg／ ） 22 300 20 240�

  Ｔ－Ｐ（mg／ ） 30 54 30 32�

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 3,000以下 3,000以下 3,000以下

備考 排水処理施設で処理された汚水等は，全量公共下水道に排出される。
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(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成28年３月25日から同年４月15日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

木

村

修

平

視
覚

日
生
病
院

備
前
市
日
生
町
寒
河
二
五
七
〇

四
一

－

守

本

典

子

視
覚

金
田
病
院

真
庭
市
西
原
六
三

松

尾

俊

彦

視
覚

落
合
病
院

真
庭
市
落
合
垂
水
二
五
一

清

田

正

之

ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸

高
梁
中
央
病
院

高
梁
市
南
町
五
三
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

鏡
野
町
奥
津
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

２

所
在
地

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
井
坂
四
九
五
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
鏡
野
町
社
会
福
祉
協
議
会

２

所
在
地

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
古
川
四
三
九
番
地
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
五
〇
〇
〇
九
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ス
マ
イ
ル
ケ
ア

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
安
六
四

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ス
マ
イ
ル
ケ
ア

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
安
六
四

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
〇
九
三
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
玉
野
マ
リ
ン
ホ
ー
ム

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
築
港
五
丁
目
一
六

二
五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

日
本
赤
十
字
社
岡
山
県
支
部

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
二
〇
号

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
〇
三
五
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

春
の
家
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
町
苅
田
五
一
七

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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１

名
称

社
会
福
祉
法
人
赤
磐
市
社
会
福
祉
協
議
会

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
七
七
八

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
〇
三
一
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ほ
ほ
え
み
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
松
木
六
三
六

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
赤
磐
市
社
会
福
祉
協
議
会

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
七
七
八

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
〇
二
四
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護
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一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ワ
イ
ン
の
里
弐
番
館
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
西
軽
部
一
二
六
〇
番

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
一
一
八
九
番
地
三

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
一
二
九
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
和

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
大
江
町
三
四
五
四
番
地
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
介
護
サ
ー
ビ
ス
和

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
木
之
子
町
二
二
九
六
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
七
〇
〇
七
五
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

さ
く
ら
・
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
じ
い

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
郡
里
庄
町
里
見
六
四
八
八
番
地
三

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
さ
く
ら
介
護
グ
ル
ー
プ

２

所
在
地

広
島
県
広
島
市
中
区
大
手
町
三
丁
目
一
三
番
一
八
号

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
七
〇
一
一
一
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
介
護
事
業
者
フ
レ
ン
ズ

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
上
河
原
二
〇
七

六

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



１

名
称

有
限
会
社
ス
ピ
リ
ッ
ツ

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
上
河
原
二
〇
七

六

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
〇
六
五
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

さ
と
う
記
念
病
院
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
四
五

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
さ
と
う
記
念
病
院

２

所
在
地

岡
山
県
勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
四
五

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
六
〇
〇
〇
五
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
円

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
二
宮
二
二
〇
〇
番
地
八
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
大
愛

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
二
宮
二
二
〇
〇
番
地
八
二

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
一
七
五
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
丘
の
家

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
小
田
中
一
九
七
二

三
六

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
よ
り
あ
い

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
院
庄
七
三
五

四

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
一
五
七
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
ん
き

２

所
在
地

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
大
町
一
〇
八
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ハ
ー
モ
ニ
ー

２

所
在
地

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
真
経
六
五
八
番
地
二

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
五
〇
〇
四
二
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

イ
ー
エ
ス
サ
ウ
ス
ヒ
ル
ズ

２

所
在
地

岡
山
県
久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
六
四
七
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



１

名
称

社
会
福
祉
法
人
江
原
恵
明
会

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
津
山
口
三
〇
六
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
八
〇
〇
一
七
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
よ
り
あ
い

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
小
田
中
一
九
八
四

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
よ
り
あ
い

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
院
庄
七
三
五

四

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
一
〇
九
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
該
当
す
る
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

を
命
ず
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

ブ
ル
セ
ラ
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う

）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
、
対
象
と
な
る
家
畜
の

。

所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
（
以
下
「
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
」
と
い
う

）
が

。

別
に
定
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

（

「

」

平
成
二
十
八
年
四
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

以
下

実
施
期
間

と
い
う

）
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

。

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
ブ
ル
セ
ラ
病
（
牛
の
場
合
）
の
項
術
式
の
欄
１
か
ら
３
ま
で
に
規
定
す
る
検
査

の
方
法

二

結
核
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
結
核
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
別
に
定
め
る
も
の

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
結
核
病
の
項
術
式
の
欄
１
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法

三

ヨ
ー
ネ
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降

に
輸
入
し
た
牛
（
検
疫
後
一
年
以
内
の
も
の
を
除
く

、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
ヨ

。
）

ー
ネ
病
が
発
生
し
た
都
道
府
県
か
ら
導
入
し
た
搾
乳
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い

る
雌
牛
及
び
過
去
三
年
以
内
に
ヨ
ー
ネ
病
が
発
生
し
た
農
場
の
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
ヨ
ー
ネ
病
の
項
術
式
の
欄
１
、
２
及
び
６
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法

四

馬
伝
染
性
貧
血
検
査

１

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
馬

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
馬
伝
染
性
貧
血
の
項
術
式
の
欄
２
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



五

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
検
査
（
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
ー
ラ
ム
に
係
る
も
の
に
限
る

）
。

１

実
施
の
目
的

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
ー
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
限
る

）
の
発
生

。

を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
及
び
種
鶏
候
補
鶏
（
以
下
「
種
鶏
等
」
と
い
う

）
の
う
ち
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る

。

(1)

(2)

も
の

雌
雄
と
も
、
ロ
ッ
ト
当
た
り
の
感
染
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
場
合
に
九
十
五
パ
ー
セ
ン

(1)
ト
の
確
率
で
抗
体
を
検
出
す
る
こ
と
が
可
能
な
羽
数
（
最
大
五
十
九
羽
）
の
、
週
齢
が
満
九
週

以
上
の
種
鶏
等

に
掲
げ
る
種
鶏
等
に
係
る
検
査
で
陽
性
鶏
が
摘
発
さ
れ
た
と
き
は
、
飼
養
す
る
種
鶏
等
の

(2)

(1)
全
羽

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

急
速
凝
集
反
応
法

六

腐
蛆
病
検
査

そ

１

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

そ

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

蜜
蜂
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

肉
眼
検
査

七

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



１

実
施
の
目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
牛
の
死
体
及
び
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
め
ん
羊
又
は

山
羊
の
死
体
の
う
ち
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
項
術
式
の
欄
１
及
び
２
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法

八

ア
カ
バ
ネ
病
検
査
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
検
査
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査
、
牛
流
行
熱
検
査
及

び
イ
バ
ラ
キ
病
検
査

１

実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
牛
流
行
熱
及
び
イ
バ
ラ
キ
病
の

発
生
を
予
察
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

（

。
）

未
越
夏
牛

平
成
二
十
七
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
四
月
ま
で
に
生
ま
れ
た
牛
を
い
う

の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
発
生
予
察
上
適
当
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

原
則
と
し
て
平
成
二
十
八
年
六
月
下
旬
、
八
月
中
旬
、
九
月
中
旬
、
十
月
中
旬
及
び
十
一
月
中

旬
５

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
又
は
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）

九

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査

１

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
の
場
合
は
、
十
羽
以
上
）
の
家
き
ん
飼
養
農
場
か
ら
管

(1)
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
無
作
為
に
飼
養
規
模
別
に
抽
出
し
た
農
場
の
家
き
ん

そ
の
他
知
事
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
通
知
し
た
も
の

(2)
４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
、
血
清
学
的
検
査
及
び
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

十

豚
流
行
性
下
痢
検
査

１

実
施
の
目
的

豚
流
行
性
下
痢
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

豚
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
）
及
び
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

岡
山
県
防
除
実
施
基
準
を
変
更
し
た
の
で
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
各
県
民
局
農
林
水
産
事

業
部
森
林
企
画
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
一
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政

課
及
び
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

備
前
市
西
片
上
字
天
徳
一
九
八
八
、
一
九
九
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
備
前
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

和
気
郡
和
気
町
益
原
字
鵜
飼
一
五
〇
一
の
一
、
一
五
〇
一
の
三
、
一
五
〇
九
の
一
、
一
五
一
二
の

一
、
一
五
一
二
の
五
、
一
五
一
二
の
九
、
字
風
呂
屋
谷
一
五
二
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
鵜
飼
一
五
一
二
の
一
、
一
五
一
二
の
五

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
和
気
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
吉

「

備
中
央
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
梁
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
高

「

梁
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
吉

「

備
中
央
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

一
八
一
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

津
山
市
院
庄
字
毘
沙
門
後
一
〇
〇
五
番
三
地
先

か
ら

新

二
七
八
・
四

八
・
〇
～

四
七
・
〇

津
山
市
院
庄
字
神
戸
東
七
九
六
番
一
地
先
ま
で

八
・
〇
～

津
山
市
院
庄
字
毘
沙
門
後
一
〇
〇
五
番
三
地
先

か
ら

旧

二
七
八
・
四

三
六
・
〇

津
山
市
院
庄
字
神
戸
東
七
九
六
番
一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
一
三
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



新

六
七
五
・
〇

真
庭
市
宮
地
字
湯
川
六
四
番
一
地
先
か
ら

九
・
〇
～

真
庭
市
栗
原
字
後
田
五
二
二
番
一
地
先
ま
で

五
三
・
二

旧

六
七
五
・
〇

真
庭
市
宮
地
字
湯
川
六
四
番
一
地
先
か
ら

七
・
〇
～

真
庭
市
栗
原
字
後
田
五
二
二
番
一
地
先
ま
で

三
一
・
〇

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
曲
船
穂
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
庄
沖
二
五
五
四
番
三

新

三
五
・
五

地
先
か
ら

一
六
・
二
～

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
木
村
沖
二
五
四
六
番

二
〇
・
〇

一
地
先
ま
で

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
庄
沖
二
五
五
四
番
三

旧

三
五
・
五

地
先
か
ら

一
一
・
五
～

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
木
村
沖
二
五
四
六
番

一
五
・
五

一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

柳
井
原
上
二
万
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
勝
負
坂
一
一
九
四
番

新

六
六
一
・
三

一
地
先
か
ら

一
二
・
〇
～

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
木
村
沖
二
五
四
六
番

三
四
・
五

一
地
先
ま
で

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
勝
負
坂
一
一
九
四
番

旧

六
六
一
・
三

一
地
先
か
ら

三
・
七
～

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
木
村
沖
二
五
四
六
番

三
四
・
〇

一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

南
浦
金
光
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
六
・
三

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
四
〇
番
三
地
先
か
ら

一
五
・
〇
～

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
七
四
番
一
地
先
ま
で

三
〇
・
〇

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
四
〇
番
三
地
先
か
ら

一
九
〇
二
・
一

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
七
九
番
一
地
先
を
経

一
二
・
〇
～

て

六
八
・
〇

新

浅
口
市
金
光
町
大
谷
八
七
四
番
二
地
先
ま
で

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
四
〇
番
三
地
先
か
ら

三
四
九
・
九

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
七
九
番
一
地
先
を
経

一
七
・
〇
～

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



て

四
九
・
〇

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
一
九
九
番
一
地
先
ま
で

二
二
六
・
三

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
四
〇
番
三
地
先
か
ら

一
五
・
〇
～

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
七
四
番
一
地
先
ま
で

六
二
・
〇

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
四
〇
番
三
地
先
か
ら

一
九
〇
二
・
一

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
七
九
番
一
地
先
を
経

一
二
・
〇
～

て

六
八
・
〇

旧

浅
口
市
金
光
町
大
谷
八
七
四
番
二
地
先
ま
で

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
四
〇
番
三
地
先
か
ら

三
四
九
・
九

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
七
九
番
一
地
先
を
経

一
七
・
〇
～

て

六
八
・
〇

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
一
九
九
番
一
地
先
ま
で

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
し
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
七
四
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
七
・
一
～

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
字
羽
入
田
七
七
〇
番
一
地

先
か
ら

新

一
〇
九
九
・
〇

一
四
一
・
七

美
作
市
上
相
字
か
ぎ
一
五
六
五
番
一
地
先
ま
で

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
字
羽
入
田
七
七
〇
番
一
地

先
か
ら

旧

一
〇
九
九
・
〇

一
九
・
〇
～

一
五
四
・
〇

美
作
市
上
相
字
か
ぎ
一
五
六
五
番
一
地
先
ま
で

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

供

用

開

始

道
路
の

路

線

名

区

間

年

月

日

種

類

（

時

間

）

一
般
国

三
一
三
号

真
庭
市
宮
地
字
湯
川
六
四
番
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
八

道

真
庭
市
栗
原
字
後
田
五
二
二
番
一
地
先
ま
で

年
三
月
二
十

五
日

県
道

大
曲
船
穂
線

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
庄
沖
二
五
五
四
番
三
地
先

か
ら

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
木
村
沖
二
五
四
六
番
一
地

先
ま
で

柳
井
原
上
二

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
勝
負
坂
一
一
九
四
番
一
地

万
線

先
か
ら

倉
敷
市
真
備
町
上
二
万
字
木
村
沖
二
五
四
六
番
一
地

先
ま
で

一
般
国

三
七
四
号

勝
田
郡
勝
央
町
小
矢
田
字
岩
崎
二
一
九
番
三
地
先
か

平
成
二
十
八

道

ら

年
三
月
二
十

美
作
市
上
相
字
か
ぎ
一
五
六
五
番
一
地
先
ま
で

七
日
（
十
五

時
）

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



県
道

南
浦
金
光
線

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
四
〇
番
三
地
先
か
ら

平
成
二
十
八

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
七
九
番
二
地
先
を
経
て

年
三
月
二
十

浅
口
市
金
光
町
大
谷
八
七
四
番
二
地
先
ま
で

八
日
（
十
五

時
）

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
動
車

専
用
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

指

定

す

る

路

線

名

指

定

す

る

道

路

の

区

間

種

類

期

日

一
般
国

三
七
四
号

勝
田
郡
勝
央
町
小
矢
田
字
岩
崎
二
一
九
番
三
地
先
か
ら

平
成
二
十
八

道

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
字
鍵
谷
一
〇
一
七
番
一
地
先
ま
で

年
三
月
二
十

七
日

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
字
鍵
谷
一
〇
一
七
番
一
地
先
か
ら

美
作
市
上
相
字
鍜
治
屋
逧
一
四
九
九
番
一
地
先
ま
で

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
字
鍵
谷
一
〇
一
七
番
一
地
先
か
ら

勝
田
郡
勝
央
町
岡
字
修
理
免
一
〇
五
八
番
一
地
先
ま
で

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
字
鍵
谷
一
〇
一
七
番
一
地
先
か
ら

勝
田
郡
勝
央
町
岡
字
鬼
一
〇
一
七
番
一
地
先
ま
で

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
字
鍵
谷
一
〇
一
七
番
一
地
先
か
ら

美
作
市
中
尾
字
カ
ジ
ヤ
逧
九
六
一
番
一
地
先
ま
で

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



〔
一
〇
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名
及
び
数
量

Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ

Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｅ
ｒ

２
０
１
２

接
続
ラ
イ
セ
ン
ス
（
Ｃ
Ａ
Ｌ
）

九
、
五
〇

〇
ラ
イ
セ
ン
ス

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
三
月
十
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

岡
山
市
北
区
新
屋
敷
町
一
丁
目
一
番
一
八
号

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

二
八

八
九
二

一
六
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

一
四
〇

一
六
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



〔
一
〇
八
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
接
続
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
Ｐ
Ｃ
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
三
月
十
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
・
カ
ス
タ
マ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
南
区
比
治
山
本
町
一
一
番
二
〇
号

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
八

四
三
二

八
八
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

八
四
六

八
八
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



〔
一
〇
九
〕
岡
山
県
医
療
審
議
会
か
ら
次
の
と
お
り
答
申
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

諮
問
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
八
日

二

答
申
を
受
け
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

三

諮
問
及
び
答
申
の
事
項

合
併
症
を
伴
う
精
神
疾
患
に
係
る
基
準
病
床
数
算
定
の
特
例
に
つ
い
て
及
び
第
七
次
岡
山
県
保
健

医
療
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

四

そ
の
他

諮
問
及
び
答
申
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
庁
県
政
情
報
室
に
お
い
て
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



〔
一
一
〇
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笠
岡
市
か
ら
笠
岡
都
市
計
画
用
途
地
域
及
び
笠
岡
都
市
計
画
特

定
用
途
制
限
地
域
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と

お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

笠
岡
都
市
計
画
用
途
地
域

笠
岡
都
市
計
画
特
定
用
途
制
限
地
域

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
笠
岡
市
役
所
建
設
産
業
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
企
業
局
公
告
第
一
号

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

兼

郞

一

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

岡
山
県
企
業
局
施
設
で
使
用
す
る
電
気
の
調
達

使
用
予
定
電
力
量

六
一
、
三
三
八
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
（
三
年
間
）

二

納
入
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
企
業
局
総
務
企
画
課

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

丸
紅
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
四
番
二
号

六

落
札
金
額

九
二
一
、
〇
一
〇
、
一
四
六
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
六
八
、
二
二
二
、
九
七

三
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

教
科
用
図
書
の
採
択
に
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
等
そ
の
職
務
を
行
う
の
に
適
当
で
な
い
と
認

め
ら
れ
る
者
は
、
専
門
調
査
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

教
育
委
員
会
は
、
専
門
調
査
員
が
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
専
門
調
査

員
を
解
任
し
、
又
は
解
嘱
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

一
般
社
団
法
人
せ
と
う
ち
観
光
推
進
機
構

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

岡
山
県
資
源
循
環
政
治
連
盟

藏

本

忠

男

岩

本

充

博

岡
山
市
北
区
津
高
六
二
八

六

平
成
二
八
・

二
・

一

－

水
田
貴
博
後
援
会
貴
輝
会

水

田

大

助

橋

本

賢

治

倉
敷
市
浜
ノ
茶
屋
二

一
〇

一
三

〃

二
・
二
六

－
－

水
田
貴
博
後
援
会
貴
輝
会
岡
山
支
部

徳

永

祐
一
郎

青

盛

正

樹

岡
山
市
北
区
平
野
九
九
八

四

〃

〃

－

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
勝
田

渡

辺

吉

幸

会
計
責
任
者
の
氏
名

久

永

敬

三

久

永

智

美

平
成
二
七
・
一
二
・
二
一

郡
第
一
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
自
動

草

地

博

〃

槌

田

肇

杉

原

光

昭

〃

五
・

七

車
整
備
支
部

自
由
民
主
党
柵
原
支
部

浦

上

次

雄

〃

石

原

健

二

小

田

睦

夫

〃

六
・
二
四

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

青
木
光
朗
後
援
会

青

木

光

朗

代
表
者
の
氏
名

青

木

光

朗

中

村

貴

義

平
成
二
八
・

二
・

四

大
月
た
か
し
後
援
会

藤

本

初

〃

藤

本

初

増

成

富
久
子

〃

一
・
二
〇

岡
山
県
司
法
書
士
政
治
連

松

﨑

寛

〃

松

﨑

寛

前

島

建
二
郎

〃

二
・
二
〇

盟岡
山
県
商
工
政
治
連
盟

吉

澤

威

人

〃

吉

澤

威

人

西

本

和

馬

平
成
二
七
・

六
・
二
〇

岡
山
県
中
小
企
業
政
治
協

武

田

修

一

会
計
責
任
者
の
氏
名

黒

住

敏

行

花

谷

武

則

〃

六
・
一
五

議
会

岡
山
県
木
材
産
業
政
治
連

田

中

信

行

〃

山

下

秀

喜

片

岡

清

登

〃

五
・
二
八

盟岡
山
法
面
保
護
協
会

坂

田

蒼

美

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
日
上
一
六
九

一

津
山
市
河
辺
八
八
一

一

〃

一
二
・
二
三

－
－

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

門

田

大

上

田

孝

司

平
成
二
八
・

二
・

八

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



お
も
だ
照
雄
後
援
会

大

原

公

仁

〃

面

田

恭

治

面

田

由
紀
美

〃

一
・
一
三

川
本
浩
一
郎
後
援
会

浪

越

清

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
芳
泉
四

六

二
八

岡
山
市
南
区
福
田
五
四
四

一

平
成
二
七
・

一
・
三
一

－
－

－

倉
敷
地
区
中
小
企
業
政
治

野

嶋

雅

弘

代
表
者
の
氏
名

野

嶋

雅

弘

岡

晃

〃

五
・
二
八

連
盟

後
楽
会
政
治
連
盟

牧

野

雅

美

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
下
石
井
二

八

六

三
木
第
二

岡
山
市
北
区
磨
屋
町
九

三
〇
Ｓ
Ｄ
ビ
ル
４
Ｆ

〃

六
・

一

－
－

－

ビ
ル
四
〇
五

さ
い
と
う
武
次
郎
後
援
会

片

山

嘉

郎

代
表
者
の
氏
名

片

山

嘉

郎

小

澤

直

人

〃

八
・
二
八

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

河

内

利

明

尾

崎

安

彦

〃

〃

長
石
幸
男
後
援
会

池

上

孝

夫

代
表
者
の
氏
名

池

上

孝

夫

池

上

邦

介

〃

四
・

一

橋
本
き
ょ
う
子
後
援
会

中

川

範

〃

中

川

範

三

上

史

郎

平
成
二
八
・

二
・
一
二

渡
辺
吉
幸
後
援
会

菅

原

忠

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
一
七
〇
三

一

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
一
四
八
〇

四

平
成
二
七
・

五
・

一

－
－

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

浅
野
實
後
援
会

浅

野

實

平
成
二
七
・

四
・
二
一

隼

人

会

小

野

隼

人

平
成
二
八
・

二
・

七

祥

隆

会

浦

上

雅

彦

平
成
二
七
・
一
二
・
三
一

田
中
廣
二
後
援
会

花

岡

恒

雄

〃

一
二
・
三
〇

津
島
大
孝
後
援
会

森

谷

彰

則

平
成
二
八
・

二
・
一
〇

Ｂ
ｅ

Ｚ
ｅ
ｎ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

山

上

有

紀

平
成
二
七
・
一
二
・
三
一

－

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

浅

野

實

浅
野
實
後
援
会

平
成
二
七
・

四
・
二
一

浦

上

雅

彦

祥

隆

会

〃

一
二
・
三
一

平成２８年３月２５日　岡山県公報　第１１７７２号


